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2023.7.6 【第２回】 化学物質の管理の進め方
法改正に伴う実施事項：内容

１ リスクアセスメント対象物の追加
２ 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の
措置の強化

３ 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等
に関する指針

４ 化学物質管理者（選任の義務化）
５ 保護具着用管理責任者 （選任の義務化）
６ 雇入れ時等教育の拡充
７ 衛生委員会の付議事項の追加



化学物質管理規制の解説

１ リスクアセスメント対象物の追加



これまでの化学物質規制 見直し後の化学物質規制

石綿等
管理使用が
困難な物質

８物質

123物質

製造・使用等の禁止

特化則･有機則等
に基づく
個別具体的な措置

一般的な措置義務
（具体的な措置基準無し）

自主管理が困難で
有害性が高い物質

数万
物質

ＧＨＳ分類で危険性･有害性がある物質

危険性･有害性情報が不足して
分類できない物質

ＧＨＳ分類で危険有害性に該当しない物質

国によるGHS分類

有害性に関する情報量

約2900物質
（国がモデルラベル･SDS作成済みの物質）

国のGHS分類により危険性･
有害性が確認された全ての物質

国によるGHS
未分類物質

数万物質

ラベル･SDSによる伝達義務

リスクアセスメント実施義務

ばく露を基準

以下とする義務
ばく露を最小限度

にする義務

適切な保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用

義務・努力義務

ラベル･SDSによる
伝達努力義務

リスクアセスメント
実施努力義務

ばく露を最小限度に
する努力義務

許容濃度又はばく露限界値が
示されている危険･有害な物質

ラベル･SDS･
リスクアセスメント

義務

674物質

リスクアセスメント対象物の追加

個別規制から自律的管理へ



リスクアセスメント対象物の追加

リスクアセスメント対象物に係る実施事項

リスクアセスメント対象物に係る実施事項

ラベル表示 ＳＤＳ交付 リスクアセスメント
の実施

労働安全衛生法
第57条（表示） 労働安全衛生法

第57条の3

（事業者が行うべき
調査等）

製造者 販売者 事業者

労働安全衛生法
第57条の2

（文書の交付等）

ＳＤＳの周知

事業者

労働安全衛生法
第101条
（法令等の周知）



リスクアセスメント対象物の追加

法令の施行

６７４物質 ２０２２年２月

２３４物質
追加

従来の対象物質

約700物質
追加

約850物質
追加

2025年4月1日施行

2026年4月1日
施行

最終的に
約2900物質

2024年4月1日施行

以後も危険性・有害性が確認された
物質について拡大される。



リスクアセスメント対象物の追加

対象物質の数

約2900物質
濃度基準値（空気中濃度）設定物質
約８００物質（厚生労働大臣が定める）

濃度基準値（空気中濃度）の無い物質
約２１００物質

GHS分類で有害性が
確認されている物質

約２９００物質

約８００物質

約２１００物質

リスクアセスメント対象物以外の物質

濃度基準値
設定物質

濃度基準値の
無い物質

特別則（特化則、有機則 等）で
作業環境測定の対象であり、
「管理濃度」が定められている
物質（約１００物質）



リスクアセスメント対象物の追加

リスクアセスメント対象物質が生成する場合
施行通達「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」（基発0531第9号R4.5.31）

「例えば、原材料を混合して新たな製品を製造する場合で
あって、その製品がリスクアセスメント対象物に該当する場
合は、当該製品はリスクアセスメント対象物に含まれる。」

［例］
ある会社で、原料Ａと原料Ｂの反応により、
化合物Ｃを製造している。

＋

対象外

⇒

原料Ｂ原料Ａ

対象外

反応
化合物Ｃ

化合物Ｃ（対象物）を製造

リスクアセスメント
の対象になる



「労働安全衛生法施行令 別表第９」を検索する。

リスクアセスメント対象物質（2024年3月31日まで）

（１）厚生労働省 「職場のあんぜんサイト」より検索する方法

ホーム画面「化学物質」

「ＧＨＳ対応モデルラベル・モデルＳＤＳ情報

「ラベルＳＤＳ対象 674物質一覧・検索」

①

②

① エクセル表で表示
② ＰＤＦで表示

②
どちらでもよい

裾切値が記載されている



リスクアセスメント対象物質（2024年3月31日まで）

（２）労働安全衛生法施行令 別表第９を検索する方法

「労働安全衛生法施行令」で検索

①安全衛生情報センター
（中央労働災害防止協会）を開く。

労働安全衛生法施行令

「政令一覧」から「労働安全衛生法施行令」
を開き、下部の「別表第九」を開く。

又は

②「労働安全衛生法施行令
ｅ－ＧＯＶ法令検索」を開く

下部の「別表第九」を開く。

いずれも裾切値は記載されていない



化学物質の中には、労働安全衛生法に記載された名称だけで
なく、数種類の別名や、通称を持つものがあります。
化学物質の名称が別名で記載されている場合、リスクアセスメ
ント対象物質に該当するかを判断するには、ＣＡＳ番号を使用し
ます。

ＣＡＳ番号を利用したリスクアセスメント対象物質の確認

［ＣＡＳ番号とは］
アメリカ化学会の一部門であるＣＡＳ（Chemical Abstracts Service）
が物質を識別するために付けた番号

ケミカル アブストラクツ サービス

《特徴》
・個々の化学物質に固有の識別番号がある
・呼び名が違っていても、番号が同じなら同じ物質
・名前が似ていても、番号が違えば違う物質
・データベース検索が容易

［ＣＡＳ番号はＳＤＳのどこに記載されているか］
⇒ 「３．組成及び成分情報」の中 （「化学物質名」の近く）



ＣＡＳ番号を利用した物質の調査方法の例

労働安全衛生法令で記載される名称・・・
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル

別名 ブチルセロソルブ
2-ブトキシエタノール
2-ヒドロキシエチルブチルエーテル

111-76-2 入力

ＣＡＳ番号はひとつ
１１１-７６-２

ＣＡＳ番号を用いてＧＨＳ区分を調べるには（職場のあんぜんサイト）



化学物質管理規制の解説

２ 化学物質を事業場内で別容器等
で保管する際の措置の強化



労働安全衛生規則 第33条の2（名称等の表示）

事業者は、令第17条に規定する物又は令第18条

各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管
するとき（法第57条第一項の規定による表示がされ

た容器又は包装により保管するときを除く。）は、当

該物の名称及び人体に及ぼす作用について、
当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文
書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者
に、明示しなければならない。



化学物質を事業場内で別容器で保管する際の措置

譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられる化
学物質（ラベル表示対象物）
→事業場内で別容器に保管する際、ラベル表示
で内容物、危険・有害性情報を伝達することが
義務化される。

2023年4月1日施行

表示



ラベル表示が義務付けられる物質

労働安全衛生法第57条で譲渡・提供時の
ラベル表示が義務付けられる化学物質
（ラベル表示対象物）

［ラベル表示が必要な場合（譲渡・提供時以外）］
①ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合
②自ら製造した対象物を、容器に入れて保管する場合
※実験中にビーカーに小分けし、すぐ使用するなど、一時的
な場合を除く。
一定期間「保管する」場合に適用される。

［ラベル表示の内容］
  ・対象物の名称
・人体に及ぼす作用



小分けした容器への表示の方法

・容器・包装への表示（ラベル）
・文書
・その他の方法

①容器・包装 ②掲示

④記録媒体を閲覧

ＣＤ

表示
（簡易）

壁
ＳＤＳ

③備え付け
ＳＤＳ

棚

パソコン

表示
（簡易）

表示
（簡易）

表示
・・・
・・・
・・・



作成した「掲示用SDS」の例（アクリルアミド）



容器に表示が無い、又は表示と内容物が異なる時
⇒どんなリスクがあるか

容器の表示と内容物が
異なる場合

小分けした容器に
表示が無い場合

・誤った使用
・誤飲、誤食

廃液タンクに
投棄したところ、
異常な反応

中身の不明なドラム缶に
バーナーの火が引火



化学物質管理規制の解説

３ 化学物質等による危険性又は
有害性等の調査等に関する指針



５ 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

化学物質リスクアセスメントの実施義務と指針

労働安全衛生法第57条の3
労働安全衛生規則第34条の7
労働安全衛生規則第34条の8

法令 指針

化学物質管理者はリスクアセスメント指針（改正
後）に必ず目を通し、自社に適したリスクアセスメ
ントの手法を取り入れること。

具体的な
リスクアセスメントの
手段・方法

（「努力義務」とほぼ同等）



５ 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

化学物質リスクアセスメントの実施体制
職位・立場 役割

事業者 、 総括安全衛生
管理者 その他事業の実
施を統括管理する者

・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを統括管理

安全管理者、衛生管理者・化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの実施を管理

化学物質管理者 ・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生
管理者等の元で化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの
技術的事項を実施

安全衛生委員会、
安全委員会、衛生委員会

・化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄに関する調査審議
・結果に基づくﾘｽｸ低減措置の審議
・労働者との情報共有、労働者の意見聴取

労働者 ・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄに参画
・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ結果に基づく措置を実行

内部の専門的知識を有
する人、外部の専門家

・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄに参画
・ﾘｽｸ低減措置への技術的助言



５ 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

化学物質リスクアセスメントの実施体制
（労働者数50人以上の場合）

事業者、総括安全
衛生管理者等

安全管理者
衛生管理者

化学物質管理者

リスクアセスメント
実施者

労働者

外
部
の
専
門
家

・・・実施の統括管理

・・・実施の管理

・・・技術的業務を実施

・・・現場において実施

・・・リスク低減措置の実行

技術的
助言

〈化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ〉



５ 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

化学物質リスクアセスメントの実施体制
（労働者数10人～49人の場合）

事業者
事業を統括する者

安全衛生推進者

化学物質管理者

リスクアセスメント
実施者

労働者

外
部
の
専
門
家

・・・実施の統括管理

・・・実施の管理

・・・技術的業務を実施

・・・現場において実施

・・・リスク低減措置の実行

技術的
助言

〈化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ〉



５ 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

化学物質リスクアセスメントの実施体制
（労働者数1人～9人の場合）

事業者
事業を統括する者

化学物質管理者
（リスクアセスメント
実施者）

労働者

外
部
の
専
門
家

・・・実施の統括管理

・・・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを実施
技術的事項を実施

・・・リスク低減措置の実行

技術的
助言

〈化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ〉



化学物質管理規制の解説

４ 化学物質管理者（選任の義務化）



労働安全衛生規則 第12条の5第1項（化学物質管理者が管理する事項等）

事業者は、法第57条の3第1項の危険性又は有害性

等の調査（主として一般消費者の生活の用に供される
製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」）をし
なければならない令第18条各号に掲げる物及び法第
57条の2第1項に規定する通知対象物を製造し、又は

取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、そ
の者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管
理に係る技術的事項を管理させなければならない。
（以下略）

2024年4月1日施行



労働安全衛生規則 第12条の5第1項（化学物質管理者が管理する事項等）

１ 法第57条第1項の規定による表示、同条第2項の規定によ
る文書及び法第57条の2第1項の規定による通知に関するこ
と。
２ リスクアセスメントの実施に関すること。
３ 第577条の2第1項及び第2項の措置その他法第57条の3
第2項の措置の内容及びその実施に関すること。

４ リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生し
た場合の対応に関すること。
５ 第34条の2の8第1項各号の規定によるリスクアセスメント
の結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
６ 第577条の2第11項の規定による記録の作成及び保存並
びにその周知に関すること。
７ 第1号から第4号までの事項の管理を実施するに当たつて
の労働者に対する必要な教育に関すること。



労働安全衛生規則 第12条の5第2項～第3項（化学物質管理者が管理する事項等）

② 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う
事業場・・・ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事
業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理さ
せなければならない。（以下略）

③ 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定める
ところにより行わなければならない。
１ 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以
内に選任すること。

２ 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうち
から選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場

厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修
了した者又はこれと同等以上
ロ イに掲げる事業場以外の事業場

 イに定める者のほか・・・必要な能力を有すると認められる者



労働安全衛生規則 第12条の5第4項～第5項（化学物質管理者が管理する事項等）

④ 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該
化学物質管理者に対し、第1項各号に掲げる事項をなし
得る権限を与えなければならない。

⑤ 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該
化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示
すること等により関係労働者に周知させなければならな
い。



化学物質管理者

化学物質管理者とは

化学物質を取り扱う事業場では、労働者が化学
物質の危険性・有害性に関する情報を共有し、作
業の実態を把握したうえでリスクアセスメントを実
施しなければならない。

化学物質管理者は事業場における化学物質に
関する情報及びリスクアセスメントとその結果に

基づく措置を総合的に管理する担当者。



化学物質管理者

化学物質管理者選任の義務化

化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を

製造、取扱い、譲渡提供する、全ての業種・規
模の事業場に選任が義務付けられる。（業種・規
模要件なし）

2024年4月1日施行

［ポイント］
・個別の作業現場ごとではなく、工場、店社、営業所等、
事業場ごとに選任。
・一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う
事業場は対象外。
・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能。



化学物質管理者

選任の要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施でき
る能力を有する者

リスクアセスメント対象物の製造事業場について
は、化学物質管理者講習の修了者から選任

リスクアセスメント対象物の

製造事業場
化学物質管理者講習の
修了者

リスクアセスメント対象物の

製造事業場 以外の事業場

資格要件無し
（「化学物質管理者講習に準
ずる講習」の受講を推奨）



化学物質管理者

化学物質管理者の職務

化学物質管理者の職務・・・
事業場における化学物質管理に係る技術的事項
の管理

※事業者は、化学物質管理者に対し、必要な管理

をなし得る権限を与えなければならない。
（労働安全衛生規則 第12条の5）



化学物質管理者

化学物質管理者が管理する技術的事項の具体的内容

・化学物質の危険性・有害性の確認

・リスクアセスメントの実施管理

・ばく露防止対策、必要な記録の保存

・労働災害対応

・労働者の教育 事業場における専門的な
化学物質管理の担当者

化学物質管理者



化学物質管理者

関係労働者への周知

事業者は、化学物質管理者を選任した時は

・当該化学物質管理者に必要な権限を与える

・化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい
場所に掲示し、関係労働者に周知

※選任届を労働基準監督署に提出する必要は無い。

化学物質管理者

〇〇 〇〇

2024年4月1日選任



化学物質管理規制の解説

５ 保護具着用管理責任者
（選任の義務化）

防毒マスク

防じんマスク

保護眼鏡

耐薬品手袋

防護衣



保護具着用管理責任者選任の義務化

該当する事業場

2024年4月1日施行

・化学物質管理者を選任し、リスクアセスメントの
結果に基づく措置として、労働者に保護具を
使用させる事業場

・作業環境測定結果が第３管理区分（有機則、特

化則、鉛則、粉じん則）に区分される作業場であっ
て、作業環境管理専門家が「改善困難」と判断
した事業場

又は

保護具の管理全般
作業主任者への指導



労働安全衛生規則 第12条の6（保護具着用管理責任者の選任等）

第１項 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセ
スメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を
使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次
に掲げる事項を管理させなければならない。

１ 保護具の適正な選択に関すること。

２ 労働者の保護具の適正な使用に関すること。

３ 保護具の保守管理に関すること。

2024年4月1日施行（追加）



労働安全衛生規則 第12条の6（保護具着用管理責任者の選任等）

第２項 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任
は、次に定めるところにより行わなければならない。

１ 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生し
た日から14日以内に選任すること。

２ 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる
者のうちから選任すること。

第３項 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したと
きは、当該保護具着用管理責任者に対し、第1項に掲げ
る業務をなし得る権限を与えなければならない。 

第４項 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したと
きは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見
やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知さ
せなければならない。



化学物質管理規制の解説

６ 雇入れ時等教育の拡充



雇入れ時教育の拡充

2023年4月1日施行［法改正前］

・林業、建設業
・製造業、卸売業、小売業、
機械修理業 等

・その他の業種

第1号～第8号全ての教育が
必要

雇入れ時の教育を省略
できない業種

雇入れ時の教育省略可

第5号～第8号の教育のみ必要

［法改正後］
（2023年4月1日～）

全ての業種で

第1号～第8号
全てが必要

教育を省略
できない

労働安全衛生規則第35条（雇入れ時の教育） 第１号
「原材料等の危険性又は有害性、取扱い方法に関すること」



雇入れ時教育の拡充

新入者の雇入れ時教育の中で、自社の化学物質の危険性又
は有害性について説明するために、会社は以下の事項を把握
しておく必要があります。

①自社で製造又は取り扱う化学物質の種類、量
②ＳＤＳの要点の整理
③リスクアセスメントの実施と措置

上記の事項をまとめたものが、教育の教材となります。



教育内容の例

・ＧＨＳラベル・絵表示の理解。
・ＳＤＳに記載された化学物質の危険性・有害性の
見方。
・会社で使用する化学物質の危険性・有害性の理解
と、健康障害を起こさないため実行しなければなら
ないこと。

ＳＤＳ



必ず伝えるべきこと

新入者には、化学物質の取扱いの際に、
「・必ず実行しなければならないこと」 と
「・絶対にしてはならないこと」
の両面を簡潔・明瞭に伝えなければならない。



化学物質管理規制の解説

７ 衛生委員会の付議事項の追加



労働安全衛生規則 第22条（衛生委員会の付議事項）

法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要
事項には、次の事項が含まれるものとする。
１  衛生に関する規程の作成に関すること。
２ 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査
及びその結果に基づき講ずる措置（衛生に係るものに関すること）

３ 安全衛生計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
４  衛生教育の実施計画の作成に関すること。
５ 法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びに
その結果に対する対策に関すること。

６ 法第65条・・・により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策
に関すること。

 ７  定期の健康診断、・・・臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び他
の省令に基づいて行われる医師の診断・処置の結果並びに対策の樹立に関すること。

８  労働者の健康の保持増進に必要な措置の実施計画の作成に関すること。
９ 長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策に関すること。
１０ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
１１ 第577条の2第1項、第2項及び第8項の規定により講ずる措置に関すること並びに同

条第3項及び第4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。
１２  ・・・労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官、労働衛生専門官から文書に

より命令・・・指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

2024年4月1日施行（第11号追加）



衛生委員会の付議事項の追加

※ 付議・・・会議にかけること

常時50人の労働者を使用する事業場・・・衛生委員会を
毎月１回以上開催することが定められています。

［衛生委員会の付議事項に追加される項目］
・労働者の化学物質ばく露を最小限度にするための措置
・濃度基準値以下にするための措置
・リスクアセスメント対象物健康診断の結果及び結果に
基づき講ずる措置

上記の事項については、「危険性又は有害性等の
調査及びその結果に基づき講ずる措置」のうちの
「衛生に係るもの」に合わせても差し支えない。



衛生委員会の付議事項の追加項目と施行時期

① 労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度に
するために講ずる措置に関すること。 2023年4月1日施行

2024年4月1日施行

② 濃度基準設定物質について、労働者のばく露の程度
を基準値以下にするために講ずる措置に関すること。

③ 濃度基準値設定物質を、基準値を超えてばく露した
際の健康診断結果及び講ずる措置。

④ リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択
して講ずる健康診断及び講ずる措置。

2024年4月1日施行

2024年4月1日施行



労働者数50人未満の事業場の場合

労働者数50人未満の事業場も、労働者の意見を聞く機会
（関係労働者からの意見聴取）を設けなければならない。

労働者数50人未満の事業場の意見交換会でも、①～④
の事項について話し合いを行う。

安全衛生意見交換会

2023年度に実施したリスクアセスメント
について説明します。
・リスクアセスメントの結果
・結果に基づくリスク低減措置
・対象物の健康診断の結果

何か意見はありませんか
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